
第

千

八

百

六

十

五

号

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
家
畜
伝
染
病
の
発
生

(

畜

産

課)

五
八
一
ペ
ー
ジ

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

選
挙
管
理
委
員
会)

五
八
一

○
政
治
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(

同

)

五
八
二

○
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

五
八
四

○
指
定
届
が
提
出
さ
れ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

五
八
五

○
資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(
同

)

五
八
五

○
指
定
取
消
し
の
届
が
提
出
さ
れ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(
同

)

五
八
五

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

五
八
五

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

保
健
医
療
課)
五
八
六

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)
五
八
六

○
平
成
二
十
年
度
岐
阜
県
立
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
入
学
試
験
の
実
施

(

林

政

課)

五
八
六

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

五
八
九

○
公
共
測
量
の
終
了

(

同

)

五
九
〇

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

教
育
研
修
課)

五
九
〇

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
号

家
畜
伝
染
病
の
疑
似
患
畜
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第

百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

病
名

伝
達
性
海
綿
状
脳
症

二

家
畜
の
種
類

牛

三

患
畜
又
は
疑
似
患
畜
の
区
分
及
び
そ
の
頭
数

疑
似
患
畜
一
頭

四

発
生
場
所

高
山
市

五

発
生
年
月
日

平
成
十
九
年
七
月
十
七
日

六

病
性
鑑
定
結
果

陰
性

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
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毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日



森
は
る
ひ
さ
後
援
会

藤
谷
光
信
を
育
て
る
会

多
治
見
市
古
田
は
じ
め
後
援
会

高
木
り
つ
お
後
援
会

鈴
木
浩
之
後
援
会

神
皇
舎

清
水
治
を
育
て
る
会

岐
阜
県
介
護
政
治
連
盟

川
上
文
浩
後
援
会

伊
藤
順
子
を
育
て
る
会

安
藤
浩
孝
と
く
ら
し
・
こ
こ
ろ
・
安
心
・
安
全

を
考
え
る
会

政
治
団
体
の
名
称

藤
橋
直
樹

棚
瀬
卓
爾

牛
込

進

�
木
律
夫

鈴
木
浩
之

高
野
温
示

松
久
武
史

井
上

悟

川
上
文
浩

伊
藤

剛

安
藤
浩
孝

代
表

者

の
氏

名

森
ゆ
み

牧
野
聖
仁

前
田
重
宏

平
岡
義
樹

岩
水
忠
彦

高
野
温
示

清
水
恵
子

山
田
哲
太
郎

樋
口
秀
幸

伊
藤
順
子

安
藤
慎
一

会
計
責
任
者

の
氏

名

瑞
穂
市
牛
牧
131―

８

岐
阜
市
西
野
町
３
―
１

多
治
見
市
新
町
１
―
23

加
茂
郡
川
辺
町
上
川
辺
1507―

２

本
巣
郡
北
方
町
高
屋
伊
勢
田
１
―
26―
５

多
治
見
市
小
名
田
町
西
ヶ
洞
１
―
103

瑞
穂
市
古
橋
1687―

３

大
垣
市
東
前
１
―
79

可
児
市
広
見
2017―

６

加
茂
郡
八
百
津
町
野
上
1024―

４

本
巣
郡
北
方
町
春
来
町
３
―
79

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

政
党
又
は
政
党

の
支
部
の
場
合

そ
の
旨
の
表
示

新

当
該
政
党
の
支
部

を
支
部
と
す
る

政
党
の
名
称

旧

一
以
上
の
市
町
村
の
区

域
等
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部
の
表
示

団
体
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の

異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

久

子

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

久

子
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う
え
ま
つ
康
祐
を
励

ま
す
会

明
日
の
岐
阜
を
語
る

会 自
由
民
主
党
美
濃
市

支
部

自
由
民
主
党
馬
瀬
地

域
支
部

自
由
民
主
党
郡
上
市

支
部

自
由
民
主
党
岐
阜
県

第
三
選
挙
区
支
部

自
由
民
主
党
岐
阜
県

第
五
選
挙
区
支
部

自
由
民
主
党
岐
阜
県

司
法
書
士
支
部

自
由
民
主
党
岐
阜
県

看
護
連
盟
支
部

自
由
民
主
党
各
務
原

支
部
連
合
会

自
由
民
主
党
恵
那
市

支
部

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代
表
者

名
称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代
表
者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

佐
藤

正
春

堀
一

宏

美
濃
市
笠
神
1013

瀬
口

次
郎

佐
藤

武
彦

下
呂
市
馬
瀬
名
丸
1678―

１ 林
芳

樹

林
芳

樹

自
由
民
主
党
馬
瀬
地
域
支

部 郡
上
市
白
鳥
町
中
西
68

尾
村

忠
雄

野
島

征
夫

棚
橋

功
史

渡
辺

真

内
藤

一
郎

山
口

八
郎

森
咲

子

山
口

斗
織
子

横
山

隆
一
郎

足
立

勝
利

恵
那
市
長
島
町
中
野
254―

７
森
川
ビ
ル
１
階

小
倉

昌
春

佐
藤

保
隆

美
濃
市
御
手
洗
864―

１

古
田

勇
夫

児
山

廣
茂

下
呂
市
馬
瀬
中
切
163―

２ 二
村

勝
己

二
村

勝
己

自
由
民
主
党
馬
瀬
支
部

郡
上
市
大
和
町
剣
1753

臼
田

昭
洋

山
下

運
平

武
藤

嘉
行

加
藤

利
徳

後
藤

勝

渡
辺

正
樹

山
口

絢
子

小
林

惠
美
子

長
瀬

辰
夫

武
藤

容
治

恵
那
市
長
島
町
正
家
１
―

１
―
25

輪
之
内
・
大
好
き
！

住
民
会
議

渡
辺
隆
後
援
会

村
上
こ
う
し
後
援
会

ま
ん
さ
く
会

牧
田
富
朗
後
援
会

林
ま
さ
や
す
後
援
会

日
本
司
法
書
士
政
治

連
盟
岐
阜
会

西
松
重
吉
後
援
会

名
古
屋
税
理
士
政
治

連
盟
岐
阜
南
支
部

名
古
屋
税
理
士
政
治

連
盟
岐
阜
県
支
部
連

合
会

名
古
屋
市
税
理
士
政

治
連
盟
大
垣
支
部

長
沢
忠
男
後
援
会

柘
植
定
後
援
会

す
み
眞
一
郎
後
援
会

国
生
会

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

名
称

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

代
表
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

片
山

由
文

渡
辺

曙
美

水
野

唯
未

村
上

妙
子

井
戸

兼
平

岩
井

鉞
男

堀
一

宏

林
ま
さ
や
す
後
援
会

山
口

八
郎

西
松

憲
之

田
中

豊

岐
阜
市
六
条
南
２
―
11

岐
阜
産
業
会
館
５
階

山
田

清

丹
下

忠
彰

大
久
保

千
郷

西
脇

一
郎

田
中

健
康

大
澤

充

田
中

澄
郎

林
崇

司

藤
田

正
樹

森
和

美

各
務

隆
三

木
村

仙
吉

大
園

重
俊

奥
田

重
後

小
栗

美
好

上
杉

毅

林
ま
さ
や
す
を
育
て
る
会

渡
辺

正
樹

森
政

彦

丹
下

忠
彰

大
垣
市
西
長
町
１

平
工

信
雄

田
邊

雅
範

矢
野

三
喜

清
伸

二

川
太

泰
夫

林
紀

夫

長
縄

貢
三

足
立

達
明

植
松

一
之
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武
藤
政
和
を
育
て
る
会

み
つ
ぐ
会

鳥
本
邦
彦
後
援
会

田
中
和
義
を
育
て
る
会

神
皇
舎

小
林
幸
男
を
育
て
る
会

幸
福
都
市
た
じ
み
を
創
る
会

桑
原
隆
雄
後
援
会

栗
田
金
一
後
援
会

久
保
田
重
男
後
援
会

加
藤
し
ん
じ
後
援
会

加
藤
一
夫
21倶
楽
部

各
務
原
市
政
経
懇
話
会

奥
村
ま
さ
い
ち
後
援
会

お
お
の
周
司
後
援
会

政
治
団
体
の
名
称

村
井
錦
夫

矢
口
貢
男

鳥
本
邦
彦

田
中
和
義

高
野
温
示

澤
田
栄
治

中
道
育
夫

川
口

甫

栗
田
金
一

久
保
田
重
男

山
内
正
勝

伊
藤
雄
一

福
西
紀
雄

岩
田
雅
孔

大
野
周
司

代
表

者

の
氏

名

下
村
邦
守

磯
部
貴
久

鳥
本
邦
彦

松
本
建
樹

平
井
久
敬

小
林
清
司

中
道
小
菊

�
橋

巌

高
橋

明

久
保
田
み
つ
る

加
藤
由
美
子

水
野
雅
文

井
上
克
彦

後
藤
勝
政

深
川
恒
夫

会
計
責
任
者

の
氏

名

関
市
広
見
701

山
県
市
西
深
瀬
2506―

１

揖
斐
郡
大
野
町
公
郷
1853―

３

養
老
郡
養
老
町
鷲
巣
1285

多
治
見
市
小
名
田
町
西
ヶ
洞
１
―
10

3 岐
阜
市
北
一
色
９
―
16―
５

多
治
見
市
脇
之
島
町
４
―
37―
５

養
老
郡
養
老
町
栗
笠
59

大
垣
市
墨
俣
町
下
宿
27

揖
斐
郡
池
田
町
粕
ヶ
原
1395―

５

可
児
市
桜
ヶ
丘
７
―
41

羽
島
郡
笠
松
町
円
城
寺
1433

各
務
原
市
那
加
桜
町
２
―
329

岐
阜
市
柳
津
町
北
塚
１
―
67

関
市
志
津
野
1028

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平
成
19年

６
月
３
日

平
成
19年

６
月
30日

平
成
19年

４
月
29日

平
成
19年

５
月
９
日

平
成
19年

５
月
31日

平
成
19年

４
月
27日

平
成
19年

５
月
25日

平
成
19年

４
月
22日

平
成
18年

３
月
31日

平
成
18年

８
月
３
日

平
成
19年

６
月
15日

平
成
19年

６
月
20日

平
成
18年

６
月
30日

平
成
18年

３
月
31日

平
成
19年

４
月
２
日

解
散

年
月
日

政
党
又
は
政
党

の
支
部
の
場
合

そ
の
旨
の
表
示

当
該
政
党
の
支
部

を
支
部
と
す
る

政
党
の
名
称

一
以
上
の
市
町
村
の
区

域
等
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部
の
表
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政

治
団
体
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

久

子
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届
出
を
し
た

者
の
氏
名

鈴
木
浩
之

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

養
老
武
藤
嘉
文
後
援
会

矢
口
貢
男
後
援
会資
金
管
理
団
体

の
名

称

北
方
町
議
会
議
員

公
職
の
種
類

異
動
事
項

鈴
木
浩
之
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の

名
称

藤
井

博

大
西
克
巳新 本
巣
郡
北
方
町
高

屋
伊
勢
田
１
―
26―

５ 主
た
る
事
務
所
の

所
在

地

岩
瀬

進

磯
部
貴
久

旧 鈴
木
浩
之

代
表
者
の

氏
名

養
老
郡
養
老
町
押
越
679―

２

山
県
市
西
深
瀬
2506―

１矢
口
貢
男

田
中
和
義

栗
田
金
一

大
野
周
司

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

村
上
孝
志

岐
阜
県
議
会
議
員

養
老
町
議
会
議
員

墨
俣
町
長

関
市
議
会
議
員

公
職
の
種
類

村
上
こ
う
し
後

援
会

平
成
19年

４
月
３
日

平
成
19年

６
月
30日

公
職
の
種
類

み
つ
ぐ
会

田
中
和
義
を
育
て
る

会 栗
田
金
一
後
援
会

お
お
の
周
司
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の

名
称

岐
阜
県
議
会
議
員

山
県
市
西
深
瀬
25

06―
１

養
老
郡
養
老
町
鷲

巣
1285

大
垣
市
墨
俣
町
下

宿
27

関
市
志
津
野
1028

主
た
る
事
務
所
の

所
在

地

可
児
市
議
会
議
員

矢
口
貢
男

田
中
和
義

栗
田
金
一

大
野
周
司

代
表
者
の

氏
名

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
資

金
管
理
団
体
指
定
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

久

子

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
、
資
金
管
理
団
体
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

久

子

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
、
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

久

子

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
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営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
七
月
九
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
リ
ト
ミ
ッ
ク
Ｇ
ｉ
ｆ
ｕ

三

代

表

者

の

氏

名

出
崎

恭
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
大
垣
市
三
塚
町
五
〇
一
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
音
楽
を
通
し
て
親
と
子
の
ふ
れ
あ
い
活
動
を
行

い
、
心
豊
か
で
健
全
な
青
少
年
育
成
を
目
的
と
す
る
と
と
も
に
総

合
芸
術
や
音
楽
文
化
の
発
展
、
向
上
、
若
手
指
導
者
の
育
成
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(
平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
薬
タ
ミ
フ
ル
カ
プ
セ
ル
75

100カ
プ
セ
ル
備
蓄
用

8,862箱

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
随
意
契
約

３
随
意
契
約
の
理
由
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

)
第
10条
第
１
項
第
１
号
該
当

４
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
平
成
19年
７
月
４
日

５
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
東
京
都
北
区
浮
間
五
丁
目
５
番
１
号

中
外
製
薬
株
式
会
社

営
業
本
部
長
小
宮
山
和
則

６
契
約
金
額
209,364,750円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
健
康
福
祉
部
保
健
医
療
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
部
商
業
流
通
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ア
ク
ア
ウ
ォ
ー
ク
大
垣

大
垣
市
林
町
六
丁
目
八
十
番
二
十
一

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

新
設)

○
平
成
二
十
年
度
岐
阜
県
立
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
入
学
試
験
の
実
施

平
成
二
十
年
度
岐
阜
県
立
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
の
入
学
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

入
学
定
員

１

森
と
木
の
ク
リ
エ
ー
タ
ー
科

二
十
名

前
期
入
試

十
八
名
程
度

後
期
入
試

若
干
名
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２

森
と
木
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
科

二
十
名

前
期
入
試

(

推
薦)

十
名
程
度
、(

一
般)

八
名
程
度

後
期
入
試

(

一
般)

若
干
名

二

受
験
資
格

１

森
と
木
の
ク
リ
エ
ー
タ
ー
科

里
山
、
人
工
林
、
山
村
活
性
化
、
木
造
建
築
及
び
も
の
づ
く
り
で
の
活
動
に
意
欲
の
あ
る
者
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

�
大
学(

短
期
大
学
を
除
く
。)

を
卒
業
し
た
者
又
は
平
成
二
十
年
三
月
ま
で
に
卒
業
見
込
み

の
者

�
短
期
大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校(

専
門
課
程
に
限
る
。)

を
卒
業
し
、
森
林
文

化
ア
カ
デ
ミ
ー
の
教
育
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
有
益
な
業
務
に
二
年
間(

専
修
学
校
の
専

門
課
程
に
お
い
て
、
修
業
年
限
が
三
年
の
も
の
に
つ
い
て
は
一
年
間)

以
上
従
事
し
た
者

�
高
等
学
校
卒
業
者(

通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
間
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。)

で
、
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
の
教
育
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
有
益
な
業
務
に
四
年
間
以
上

従
事
し
た
者

�
外
国
に
お
い
て
教
育
を
修
了
し
た
者
で�
か
ら�
ま
で
に
該
当
す
る
も
の

�
そ
の
他
岐
阜
県
立
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
が�
か
ら�
ま
で
に
該
当
す
る
者
と
同
等
以
上
と

認
め
る
者

２

森
と
木
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
科

里
山
、
人
工
林
、
山
村
活
性
化
、
木
造
建
築
及
び
も
の
づ
く
り
で
の
活
動
に
意
欲
の
あ
る
者
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

�
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
平
成
二
十
年
三
月
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
者

�
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
間
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者

�
外
国
に
お
い
て�
又
は�
に
相
当
す
る
教
育
を
修
了
し
た
者

�
文
部
科
学
大
臣
が
高
等
学
校
の
課
程
と
同
等
の
課
程
を
有
す
る
者
と
し
て
認
定
し
た
在
外
教

育
施
設
の
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者

�
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
又
は
大
学
入
学
資
格
検
定
の
合
格
者

�
修
業
年
限
が
三
年
の
専
修
学
校
の
高
等
課
程
を
修
了
し
た
者

�
そ
の
他
岐
阜
県
立
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
が�
か
ら�
ま
で
に
該
当
す
る
者
と
同
等
以
上
と

認
め
る
者

た
だ
し
、
推
薦
入
試
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
岐
阜
県
内
の
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は

平
成
二
十
年
三
月
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
者
で
、
出
身(

又
は
在
学)

高
等
学
校
長
の
推
薦
が
あ

る
も
の
に
限
る
。

三

受
験
手
続

受
験
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
書
類
を
そ
ろ
え
、
岐
阜
県
立
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
教
務
課
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

１

森
と
木
の
ク
リ
エ
ー
タ
ー
科

�
入
学
願
書(

指
定
用
紙)

�
受
験
票(

受
験
票
控
に
写
真
を
貼
付
し
、
受
験
票
と
と
も
に
提
出
す
る
こ
と
。)

�
質
問
書(

指
定
用
紙)

�
受
験
票
送
付
用
封
筒

�
卒
業(

見
込
み)

証
明
書

�
健
康
診
断
書(

三
か
月
以
内
に
受
診
し
た
も
の)

�
業
務
経
歴
書(

卒
業(

見
込
み)

証
明
書
以
外
に
、
受
験
資
格
の
確
認
の
た
め
必
要
な
場
合
に

限
る
。)

２

森
と
木
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
科

�
入
学
願
書(

指
定
用
紙)

�
受
験
票(

受
験
票
控
に
写
真
を
貼
付
し
、
受
験
票
と
と
も
に
提
出
す
る
こ
と
。)

�
質
問
書(

指
定
用
紙)

�
受
験
票
送
付
用
封
筒

�
調
査
書
又
は
各
種
証
明
書(

調
査
書
に
つ
い
て
は
、
出
身(

又
は
在
学)

学
校
長
が
作
成
し

た
も
の
で
、
未
開
封
の
も
の
。
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
合
格
者

に
あ
っ
て
は
合
格
証
明
書
を
、
大
学
又
は
短
期
大
学
卒
業(

見
込
み)

者
に
あ
っ
て
は
大
学
又

は
短
期
大
学
の
卒
業(

見
込
み)

証
明
書
を
そ
れ
ぞ
れ
提
出
す
る
こ
と
。)

�
出
身
高
等
学
校
長
の
推
薦
書(

推
薦
入
試
に
限
る
。)

�
健
康
診
断
書(

三
か
月
以
内
に
受
診
し
た
も
の
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
年
三
月
ま
で
に
卒
業

見
込
み
の
者
で
健
康
の
状
況
に
つ
い
て
記
載
の
あ
る
調
査
書
を
提
出
す
る
場
合
は
不
要)

四

入
学
願
書
受
付
期
間

１

森
と
木
の
ク
リ
エ
ー
タ
ー
科

前
期
入
試

平
成
十
九
年
九
月
二
十
六
日(

水)

か
ら
平
成
十
九
年
十
月
十
日(

水)

ま
で

後
期
入
試

平
成
二
十
年
一
月
四
日(

金)

か
ら
平
成
二
十
年
一
月
十
六
日(

水)

ま
で

２

森
と
木
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
科
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後
期
入
試

前
期
入
試

入

試

種

別

面
接

小
論
文

複
数
の
単
語
か
ら
論
題
を
作
成
し
論
述

面
接

小
論
文

複
数
の
単
語
か
ら
論
題
を
作
成
し
論
述

試

験

科

目

等

後
期
入
試

前
期
入
試

入

試

種

別
一
般

推
薦

面
接(

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン)

筆
記
試
験

日
本
語
の
文
章
理
解

面
接(

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン)

筆
記
試
験

日
本
語
の
文
章
理
解

面
接

筆
記
試
験

日
本
語
の
文
章
理
解

試

験

科

目

等

前
期
入
試

平
成
十
九
年
九
月
二
十
六
日(

水)

か
ら
平
成
十
九
年
十
月
十
日(

水)

ま
で

後
期
入
試

平
成
二
十
年
一
月
四
日(

金)

か
ら
平
成
二
十
年
一
月
十
六
日(

水)

ま
で

な
お
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
受
付
期
間
最
終
日
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
を
有
効
と
し
ま
す
。

五

入
学
試
験
料

一
万
七
千
円
に
相
当
す
る
額
の
岐
阜
県
収
入
証
紙
を
入
学
願
書
に
は
り
付
け
て
納
付
し
て
く
だ
さ

い(

消
印
し
な
い
こ
と
。)

。
ま
た
、
岐
阜
県
外
在
住
者
で
、
岐
阜
県
収
入
証
紙
の
購
入
が
困
難
な
場

合
に
あ
っ
て
は
、
相
当
額
の｢

普
通
郵
便
為
替｣

を
願
書
に
同
封
し
て
納
入
し
て
く
だ
さ
い(

郵
便

為
替
の
受
取
人
住
所
及
び
氏
名
欄
は
、
記
入
し
な
い
こ
と
。)

。

六

入
学
試
験
日
、
場
所
及
び
科
目

１

森
と
木
の
ク
リ
エ
ー
タ
ー
科

�
入
学
試
験
日

前
期
入
試

平
成
十
九
年
十
月
二
十
一
日(

日)

後
期
入
試

平
成
二
十
年
一
月
二
十
六
日(
土)

�
試
験
場
所

美
濃
市
曽
代
八
八

岐
阜
県
立
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー

�
試
験
科
目

２

森
と
木
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
科

�
入
学
試
験
日

前
期
入
試

平
成
十
九
年
十
月
二
十
日(

土)

後
期
入
試

平
成
二
十
年
一
月
二
十
六
日(

土)

�
試
験
場
所

美
濃
市
曽
代
八
八

岐
阜
県
立
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー

�
試
験
科
目

七

合
格
の
発
表

１

日
程

前
期
入
試

平
成
十
九
年
十
月
二
十
六
日(

金)

後
期
入
試

平
成
二
十
年
二
月
一
日(

金)

２

発
表
の
方
法

合
格
発
表
当
日
の
午
前
十
時
か
ら
岐
阜
県
立
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
事
務
室
前
の
掲
示
板
に
合

格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
受
験
者
宛
に
文
書
で
通
知
し
ま
す
。
ま
た
、
岐
阜
県

立
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(http://w

w
w
.forest.ac.jp)

に
お
い
て
も
、
合
格
発

表
当
日
の
午
前
十
時
か
ら
一
ヶ
月
後
の
午
後
五
時
ま
で
合
格
者
の
受
験
番
号
が
閲
覧
で
き
ま
す
。

八

試
験
結
果
の
提
供

平
成
二
十
年
度
岐
阜
県
立
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
入
学
試
験
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
試
験
の

結
果
を
受
験
者
に
提
供
し
ま
す
。

１

提
供
す
る
試
験
結
果

筆
記
試
験
の
科
目
別
得
点

２

提
供
期
間

合
格
発
表
の
日
か
ら
一
か
月
間

３

提
供
す
る
場
所

岐
阜
県
立
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
教
務
課
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森
と
木
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
科

森
と
木
の
ク
リ
エ
ー
タ
ー
科

区

分

一
六
九
、
二
〇
〇
円

二
八
二
、
〇
〇
〇
円

入

学

金

年
額

一
一
五
、
二
〇
〇
円

年
額

五
三
五
、
八
〇
〇
円

授

業

料

４

提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
書
類
等

試
験
結
果
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
は
、
本
人
確
認
の
で
き
る
次
の�
及
び�
の
書
類
等
が
必

要
で
す
。

�
受
験
票

�
運
転
免
許
証
、
旅
券
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
そ
の
他
受
験
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認

で
き
る
書
類
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
つ

九

そ
の
他

１

修
業
年
限
は
、
二
年
で
す
。

２

入
学
金
、
授
業
料
は
、
次
の
と
お
り
で
す(

変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。)

。

３

募
集
要
項
の
請
求

受
験
に
必
要
な
指
定
用
紙
等
募
集
要
項
は
、
岐
阜
県
立
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
教
務
課
及
び
情

報
公
開
総
合
窓
口(

県
庁
二
階)

に
て
配
布
し
ま
す
。
な
お
、
郵
送
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒

の
表
に｢

募
集
要
項
請
求｣

と
朱
書
き
し
、
三
百
九
十
円
分
の
切
手
を
は
っ
た
あ
て
先
明
記
の
角

二
号
の
返
信
用
封
筒
を
必
ず
同
封
し
て
岐
阜
県
立
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
教
務
課
に
請
求
し
て
く

だ
さ
い
。

４

入
学
試
験
料
は
、
申
込
み
を
取
り
消
し
た
場
合
又
は
試
験
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
で
も
返
還
し

ま
せ
ん
。

５

そ
の
他
こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
岐
阜
県
立
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
教
務
課(

〒
五
〇

一
―
三
七
一
四

美
濃
市
曽
代
八
八

電
話
番
号
〇
五
七
五
―
三
五
―
二
五
二
五)

へ
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
木
曽
川
上
流
河
川
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
木
曽
川
上
流
河
川
事
務
所

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

平
成
十
九
年
度
杭
瀬
川
築
堤
護
岸
詳
細
設
計
業
務)

三

作
業
期
間

平
成
十
九
年
六
月
二
十
一
日
か
ら

同

二
十
年
三
月
十
四
日
ま
で

四

作
業
地
域

大
垣
市
静
里
町
、
南
若
森
町
及
び
若
森
町(

一
級
河
川
杭
瀬
川
右
岸
堤
河
川
距
離
標
六
・
八
キ
ロ

ポ
ス
ト
か
ら
八
・
八
キ
ロ
ポ
ス
ト
地
域
及
び
同
左
岸
堤
河
川
距
離
標
六
・
八
キ
ロ
ポ
ス
ト
か
ら
八
・

八
キ
ロ
ポ
ス
ト
地
域)

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
御
嵩
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

御
嵩
町

二

作
業
種
類

公
共
測
量(
確
測
基
準
点
測
量
及
び
確
定
測
量
図
作
成)

三

作
業
期
間

平
成
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
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同

年
七
月
三
十
日
ま
で

四

作
業
地
域

可
児
郡
御
嵩
町
大
久
後
地
区

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
防
衛
施
設
庁
名
古
屋
防
衛
施
設
支
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し

た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

防
衛
施
設
庁
名
古
屋
防
衛
施
設
支
局

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

用
地
実
測
図
作
成)

三

作
業
期
間

平
成
十
九
年
二
月
十
六
日
か
ら

同

年
三
月
二
十
六
日
ま
で

四

作
業
地
域

各
務
原
市
鵜
沼
三
ツ
池
町
六
丁
目
及
び
那
加
大
東
町
地
域

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
郡
上
市
初
納
土
地
区
画
整
理
組
合
理
事
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了

し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

郡
上
市
初
納
土
地
区
画
整
理
組
合

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

郡
上
市
初
納
土
地
区
画
整
理
事
業)

三

作
業
期
間

平
成
十
九
年
五
月
二
十
一
日
か
ら

同

年
六
月
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

郡
上
市
八
幡
町
中
部

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
及
び
増
設
メ
モ
リ
等
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
19年
５
月
10日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
19年
６
月
28日

５
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
岐
阜
市
吉
野
町
３
丁
目
８
番
地

株
式
会
社
エ
フ
ワ
ン

代
表
取
締
役
安
田
隆
夫

６
落
札
金
額
51,240,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
研
修
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
５
丁
目
９
番
１
号
岐
阜
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
内
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平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日
印
刷

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


